
 

新 旧 
愛知県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画 

 
１ 略 
 
２ 第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について本県に定められた数量に関する事項 

第一種特定海洋生物資源の管理の対象となる期間及び知事管理量は、以下のとおりである。 
ただし、くろまぐろの漁獲可能量は別に定めるものとする。 
 

第一種特定 
海洋生物資源 

平成３１年又は令和元年 令和２年 

管理期間 
知事 
管理量 

管理期間 
知事 
管理量 

まあじ １月～１２月 若干 １月～１２月 若干 

まいわし １月～１２月 43,000 トン １月～１２月 50,000 トン 
まさば及びごまさば ７月～翌年６月 若干 ７月～翌年６月 若干 

するめいか ４月～翌年３月 － ４月～翌年３月 －※ 

削除 
 
※ 令和２年のするめいかについては知事管理量を定めないものとする。 
 
３～７ 略 
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第一種特定 
海洋生物資源 

平成３１年又は令和元年 令和２年 

管理期間 
知事 
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管理期間 
知事 
管理量 
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するめいか ４月～翌年３月 － ４月～翌年３月 －※※ 

※ 令和２年のまさば及びごまさばについては管理の対象となる期間が開始する前までに設 
定する。 

※※令和２年のするめいかについては知事管理量を定めないものとする。 
 
３～７ 略 
 

新旧対照表 


